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                                【 要 旨 】

１． 電力自由化後 1年の検証

電力大口需要家を対象とした電力自由化が 2000年 3月より開始され、新規参入者が

既存の電力会社から顧客を奪う事例が生じ始めている。落札価格は最大では 2割も安く

なる例も生じているが、供給量としては未だ全体の 1％にも満たない。2003 年の自由

化の見直しに向けて、再度目的を確認しておく必要が生じている。

２． 規模の経済性

電力会社が自然独占性を持った存在であるかを検討するために、電力会社 10社の規

模の経済性の推計すると、規模の経済性があると認められる会社と、無いとみなされる

会社とが存在しており、電力会社内で明らかに差異が生じているとみなすことができる。

この差異は、電力需要の伸びに比べて、支出の伸びの抑制がどの程度行われたかにより

もたらされたと考えられる。

３．電力会社の地域差

電力会社間の電力融通量は、新規事業者が託送を行う余地がどの程度残されているかと

いう点から考えた場合には極めて限定的である。融通可能量が限られているために、電力

供給区域をまたいで供給エリアを持つガス会社をめぐって競争が生じている例がある。

４．ネットワーク産業としての電力

カリフォルニアで発生した電力危機も、ネットワークとしての電力系統の容量不足が一

因であった。託送価格が適正に算出できる理論を用いると、産業内で一定の意味を持ち始

めているネットワーク産業（電力・ガス・水道、電気通信、輸送等）における価格算出が

容易となる。

５．既存電力会社の戦略

電力会社は、現状では競争へ移行する体制が形成できていないが、卸電力市場、および、

小売電力市場が出現することで、発電部門、送電部門、配電・小売り部門の 3 機能に分離

せざるを得ない。ただし、ソリューション営業等の多角化は、本業である電力販売部門と

比べた場合には、ゆっくりとしか進まざるを得ない。



６．電力産業の将来像

電力産業は、将来的には、複数の電力取引所と相対契約が並存するハイブリッド型と呼

ばれる形をとることが望まれる。市場環境の変化は 2003年までは、新規参入が徐々にしか

進まない形で進めざるを得ない。

７．2003年に向けた自由化方針

将来的には、完全自由化は、欧米等の状況を見ると避けて通れない。日本は、①電力自

由化に対して技術面でのイニシアティブを取るべく、分散型電源の導入を容易にする「需

要地ネットワーク」の実現に向けて技術開発を進めるべきである。②日本は、複数の電力

取引所と相対契約が並存するハイブリッド型と呼ばれる形をとることを明確にスケジュー

リングすべきで、2007年頃までには家庭用も含めた完全自由化を実施すると明確に決定す

べきである。③2003年の見直し時には、少なくとも高圧部分 6,000ボルトまでの自由化範

囲の拡大を行うべきである。
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はじめに

2000年 3月から電力大口需要家向けの小売自由化が開始され、2001年 3月で 1年が経

過した。2000年 8月には通産省（現・経済産業省）で最初の電力入札が実施され、三菱商

事の子会社のダイヤモンドパワーが落札し、東京電力は 2番札となるという結果が生じた。

落札価格も 4.1％の引き下げが実現し、電力自由化を進める目的の一つである価格引き下げ

の効果が生じることになった。引き続き国内各地で大口電力需要家に対する入札が実施さ

れており、新規事業者が落札するケースも出てきており、5％台から最大では 21％の価格引

下げが実現しているケースもある（2001年 3月の鹿児島県庁舎に対するイーレックス社の

落札価格）。また、既存電力会社が落札するケースでも、新規事業者と競争となった場合に

は 8～14％程度の価格の引下げが実現している。2001年 4月以降、さらに新規事業者によ

る参入が増えると予測できる。ただし、既存電力事業者の供給電力量に対する比率で見る

と、新規事業者が落札できた量は１％にも満たないのが現状である。電力市場で本格的な

競争が開始されたと言うことはできない。

今後、2003年には自由化の進捗を評価するとともに制度の見直しが行われる予定で、さ

らにもう一段の自由化が実施されることは間違いないと見られている。

一方、自由化を進めることに対する巻き返しの動きも生じている。2000年後半から大き

な話題を提供しているカリフォルニアでの電力危機の発生を見て、日本での自由化の進め

方に対して、改革のスピードを落とすべきとの意見が出されている。大田宏次電気事業連

合会会長（当時：現在は中部電力会長）は、「自由化は目的ではなく手段であり、効率化の

インセンティブになる仕組みで十分である。今後の日本の制度見直しは、100％自由化では

（電力の）系統監視ができない。検証期間も 3年といわず 10年程度見てもよいのではない

か」（電気新聞 2001年 3月 19日）と述べ、見直しの時期を 10年程度置くことが望ましい

との考え方を示した。

　このように電力見直しの時期、範囲、自由化をどこまで進めるべきかに関して、多様な

意見が出され、必ずしも合意がなされているわけではないのが現状である。今後導入すべ

き制度のあり方、自由化目的を再度確認する必要が生じていると考えられ、制度設計を再

検討し、その上でコンセンサスを得ることも必要であると判断される。

本稿では、以上の趣旨に従い検討を行い、今後導入すべき制度見直しの内容とその時期

に関して提言を行う。
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I．電力自由化後 1年の検証

１． 一年経過後の状況

2000年 3月から電力大口需要家向けの小売り自由化が導入された。自由化実施後 1年を

経過し、自由化の効果は徐々にではあるが出てきている。電力大手 10社による 2000年 10

月の電力価格引き下げも実施されて、電力価格も低下してきている。ただし、自由化され

た約 3 割の大口需要家をめぐって各電力会社が争奪を繰り広げるといった全面的な競争が

生じるには至っていない。

2003年に行われる予定の制度見直しをめぐっては、自由化を行った成果である新規事業

者による電力供給の事例が徐々にしか出てきていないことをどう評価するかという点が大

きな岐路となると考えられる。しかも、米国のカリフォルニアで生じた電力危機の評価に

関して、電気事業連合会の会長（当時）の大田・中部電力会長が 3年から 10年かけた制度

の見直しを提案し、早急な自由化をけん制する発言をしている。影響力の大きい電気事業

連合会の会長の発言であったことから、現在まで進められてきた電力自由化に何を求める

か、さらに、制度を変更することから何が得られるのかを再確認する作業、制度設計の再

検討が必要となっていると考えられる。

図１

電力自由化をめぐる状況

• ２０００年３月から電力大口需要家向けの小売り自由化

• ２００３年に見直し実施

• 制度のあり方、自由化目的の再確認、制度設計の再検討

• 自由化後１年経過
自由化効果は出ているが、全面競争には至らず

• カルフォルニアの電力危機 電事連会長の発言－
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２．本研究の内容と提言

1 年後にして早くも自由化見直し論議が巻き起こっている一方で、2003 年の見直しは、

国際公約（特に対米）となってしまっているという状況がある。日米間では行政レベルに

おいて、たびたび会合がもたれており、自由化の進捗についての意見交換が行われている。

昨年度の筆者の研究においては、大口需要家向けは最大で 1 割程度の電力価格の低下が

生じ得るとの見積もりを行った。さらに、政府が目指す 2 割の引き下げを達成するために

は、自由化を進める一方で、発電燃料価格の引き下げを可能とするガスパイプラインの敷

設が有効であるとの結論に達した。ガスパイプラインが安価に（コスト分のみで）敷設で

きると、現在日本がガス輸入に際して唯一の方法である LNGによるガス供給価格に対して

も引下げの効果が生じ、発電価格の引き下げが可能となる。これにより、自由化による効

果としての 1 割の電力価格引下げに加え、さらに追加として 1 割の引下げが可能となり、

合わせると最大では 2 割までの電力価格の引下げがこれらの手段を適切に組み合わせるこ

とで得られるとの検討を行った。（詳細は、富士通総研研究レポートNo.80 May 2000を参

照願いたい。同レポートは、http://www.fujitsu.co.jp/hypertext/friより入手可能）

今回の本稿における検討結果から得られる提言としては、①需要地ネットワークと呼ば

れる新たな技術の導入が進められており、電力自由化を進める事で分散型電源も含めた信

頼性の高い電力供給システムの設立が可能となりつつある点を指摘し、技術進歩のメリッ

トを享受し、世界の電力産業をリードするためには積極的に電力自由化を進める必要があ

ることを述べる。

続いて、②日本でもハイブリッド型と呼ばれる相対契約と電力取引市場との並存するシ

ステムの導入を目指すべきである点を指摘する。

そして、③2003年の見直し時には、少なくとも 6,000ボルト、50ｋW以上で受電してい

る高圧 A、B、および高圧業務にあたる工場、スーパー、中小ビルに対する自由化を実施す

べきであることを提案する。



4

図２

提言

① 大口需要家向け小売り自由化で Max １割 ダウン

② 燃料費のコストダウンで更に１割 ダウンが可能
サハリンからのガスパイプラインが有効

＜１９９９年度研究＞

＜２０００年度研究＞

③ 少なくとも高圧部分６０００Ｖ以上を２００３年で自由化

② 日本もハイブリッド型電力市場の創設へ

① 需要地ネットワークの実現

３．分析内容

電力産業がどのような特徴をもった産業であるかという点から分析を開始する。電力会

社は地域独占を認められる代わりに公益性を重視されて、ユニバーサルサービスと呼ばれ

る自社区域内での供給責任を負わされてきた。

では果たして電力産業は、規模の経済性と呼ばれる地域別の独占を認めることがメリッ

トとなる産業であったのか、という点から過去 25年間のデータに基づき分析を行う。その

結果として、電力産業は、総括原価方式という一定の利益率を認められた中においても、

会社ごとに大きな差異が生じていたと考えられるという知見を得た。

地域差が生じていると言う点はどのようにして出現したのかを考えると、送電線により

各社が結ばれて電力の相互融通を行ってきているものの、その連携をとるための送電能力

に限界があるために地域差が生じていることが一因であると考えられる。

このように、送配電線を介して電力のやり取りをするネットワーク型の産業としての電

力産業の特徴が浮かび上がる。

その後、ネットワーク産業としての電力産業において、卸電力市場、電力取引市場ある

いは ISO（独立規制機関：Independent System Operator）といわれるネットワーク制御

のための独立機関が設立されると、現在の垂直統合されている電力会社が保有する、発電、
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送電、配電および小売りという３つの機能は、求めるターゲットが異なるために、結局、

機能的には３つに分離されざるを得ず、電力産業が置かれる環境は一変せざるを得ないと

の結論に達した。しかも現在、ネットワーク産業を取り巻く環境は大きく変化しており、

急速に技術革新が進んでいる。従来は、より規模の大きな発電所を建てることがコスト削

減に有効であり、一方、中小の発電事業者が参入して売電することは、系統の信頼性を損

なうと考えられてきた。しかし、現在では、電力の需要家が、同時に電力の供給者として

発電装置を持ち、余剰電力が生じた場合には逆に電力ネットワークに売電を行うことが制

度的に可能となり、しかも、そうした需要地に近いところで電力ネットワークの制御をす

ることが技術的に可能となりつつある。

このように技術的進歩の利益は大きいと判断される。日本は電力産業の自由化に関して

欧米諸国に遅れをとっているが、できるだけ自由化を進めつつ技術革新の利益を得るとと

もに、むしろ世界における電力自由化においてイニシアティブをとるためにも、自由化を

可能な限り早く進めつつ新しい技術の導入を図っていくことが重要と考えられる。

図３

分析内容

• 電力産業の特徴 ：自然独占、規模の経済性

• 電力会社の地域差

• ネットワーク産業としての電力事業

• 卸電力市場、電力取引市場／ＩＳＯの成立により状況一変

• 技術革新の利益享受のため、大幅な産業革新を
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Ⅱ．規模の経済性

１． 既存研究

　電力会社に規模の経済性が存在しているか否かに関する研究は、大学および研究機関に

より続けられてきている。2000年の日本経済学会で発表された依田および桑原による論文

においては、9電力会社の規模の経済性の存在を検討している。同論文では、電力産業は規

模の経済性のみではなく、範囲の経済性に関しても自然独占性が認められるとの結果を導

いている。その結果を用いて、自然独占的でコンテスタブルでない産業としての電力産業

に競争を促すためのインセンティブとして、ヤードスティック競争が行われるよう、個別

企業間で費用の同質性が得られるよう費用補正係数を導入し、各電力会社間の均質化を図

る必要があるとして、その係数値を試算している。（「日本電力産業のパネルデータ分析：

トランスログ費用関数と費用補正係数」桑原鉄也、依田高典 2000年度日本経済学会発表論

文）

続いて、98 年に電力中央研究所から出された論文では、発電部門では（１）規模の経済

性が存在する企業、（２）規模の経済性が存在しない企業、（３）中間に位置する企業の３

つに分類することができ、一方、送配電部門には規模の経済性が存在していると報告され

ている。垂直統合の経済性は、資本ストックの 1 割減少により、規模の経済性がない企業

においても、取得が可能であると推計している。（「わが国電気事業の長期費用構造の分析」

渡辺尚史、北村美香、電力中央研究所報告Ｙ97016平成 10年 8月）

図３

電力産業規模の経済性と自然独占性

〔既存研究〕

送配電部門には規模の経済性存在。

• ９電力会社の規模の経済性の存在を実証。
（依田、桑原 京大、２０００）

• 発電部門では、（１）規模の経済性が存在する企業

（２）存在しない企業

（３）中間企業

　垂直統合の経済性は、資本ストックの１割減少により、規模の
（渡辺、北村 電中研、１９９８）経済性がない企業でも、取得可能。
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２．規模の経済性の推計

本稿の電力会社の規模の経済性検討においては、電気事業の費用関数として、以下のト

ランスログ費用関数を仮定する。

lnC=α＋αylnY+1/2･γyy(lnY)2+αKlnPK+αLlnPL+αElnPE

+1/2･lnPK（γKKlnPK＋γKLlnPL＋γKElnPE）

+1/2･lnPL（γKLlnPK＋γLLlnPL＋γLElnPE）

+1/2･lnPE（γKElnPK＋γLElnPL＋γEElnPE）

+1/2･lnY（γYKlnPK＋γYLlnPL＋γYElnPE）　　　　　　　　（１）

ここで、Yは生産量、Cは総費用、PK、PL、PEはそれぞれ資本（K）、労働（L）、燃料（E）

の投入生産要素の価格を示す。（係数の推定値は巻末　注１に示した）

規模の経済性（SCE：Scale of Economy）の有無に関しては、次のように表すことがで

きる（”Economies of Scale in U.S. Electric Power Generation” Laurits R. Christensen

and William H. Green, Univ. of Wisconsin, Journal of Political Economy, 1976, vol.84,

no.4, pt 1, pp.655-676より）。

SCE＝１－∂ lnC／∂ lnY＝１－（αY+γYY lnY＋∑γYi lnP）　　　　i＝K、L、E　（２）

規模の経済性は、全ての投入物を一定率で比例的に変化させたとき、その結果生じる産

出物の変化率が投入物の変化率を上回るか、下回るかにより表される。SCE がプラスのと

きは、規模の経済性あり、マイナスの場合は、規模の不経済性が存在している。

今回、1975 年から 98 年の数値を収集し、デフレーターにより実質化した後、電力各社

につき（１）式の係数を推定し、さらに、（２）式に従って規模の経済性（SCE）を計算し、

平均値を求めると、以下の図 4 が作成できた。推定結果を示すと電力会社により規模の経

済性の存在が認められる会社とそうでない会社とが存在しているとの結果が得られた。

本州およびそれ以南の送電系統とはほぼ独立している北海道電力においては、規模の経

済性は一番大きく、次いで、東京電力と東北電力、それに九州電力で規模の経済性がある

との結論に達した。

一方、系統連繋が相対的に密な関西およびその近隣地区においては、規模の経済性が無

く、関西、中部、北陸電力がともにマイナスの値をとっている。これらの電力供給区域は、

容易に競争状態に入り得る可能性がある地域と言うことができる。
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図４

電力会社の規模の経済性（１９７５－ ９８年平均）
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図５

電力会社の規模の経済性推移（１９７５－ ９８年）
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　規模の経済性の値の各年の推移を、図５で見る。規模の経済性ありとされた東京電力と

東北電力、および、規模の経済性無しとされた関西電力、中部電力、北陸電力につき示し
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ている。

３. 要因分析

　今回行った検討に用いた期間においては、いずれの電力会社も総括原価方式（電気事業

法第 19条第 2項 1号）の下で、経費支出額に対して 8％台から近年では 4％台の利潤率を

認められて安定的に利益を出しつつ設備投資を行ってきた。そうした安定的な経営が行わ

れてきたにもかかわらず、規模の経済性が無いとの結果が一部の電力会社に関して出てく

るということは、経費額あるいは投資額が、電力需要の伸びに比べると過大であった可能

性がある。

図６は関西電力の支出額（支出合計、人件費、燃料費、投資）と電力供給量（電灯、電

力、および、電灯・電力の合計）をそれぞれ昭和 50年の数値を１として指数化して表した

ものである。

　昭和 54 年から 62 年にかけての時期に支出額が電力需要の伸びを大きく上回ったことが

わかる。この時期には電力価格の引き上げも実施されていたが、燃料費の値上がりの影響

を大きく受けたことがわかる。その後、関西電力においては電灯需要の伸びはあったもの

の、電力需要の伸びは停滞しており、支出の伸びも押さえられてきていることがわかる。

ただし、近年において人件費の伸びが大きくなっている。

図６　　関西電力の支出と電力供給量の推移
（実質化後、指数化後　S５０年＝１．００とする）
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　図７は、東京電力に関して、図６と同じく指数化して示したものである。近年における

投資額の急減が顕著であり、支出額の抑制も投資額の削減によりもたらされていると考え

られる。

図７　　東京電力の支出額と電力供給量の推移
（実質化後、指数化後　S50年＝１．００とする）
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図８　　東京電力と関西電力の支出、売上高と電力需要の伸び率の差
（S50年を１とする）（東京電力の伸び率－関西電力の伸び率より算出）
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図８は、昭和 60年以降について、東京電力と関西電力の支出の対前年比の伸び率（ただ

し、昭和 50年を１とする）の差をとり、また、電力需要の伸び率についても同じく対前年

比の伸び率（昭和 50 年を１とする）の差をとって図示したものである。このように、「東

京電力の支出伸び率－関西電力の支出伸び率」、および、「東京電力の電力需要伸び率－関

西電力の需要伸び率」を示すと、東京電力の方が電力需要および支出の伸びにおいて大き

くなっていることがわかる。

支出に関する一次近似を行うと　y = 0.0234x + 0.4857　　R2 = 0.8689

売上高に関する一次近似を行うと　y = 0.0287x + 0.4084　　　R2 = 0.8997

電力需要に関する一次近似を行うと　y = 0.0289x + 0.1353　　R2 = 0.9713

となっており、x の係数である毎年の支出の伸びの平均が 0.0234、売上高の伸びの平均が

0.0287、電力需要の伸びの平均が 0.0289となっていることから、売上高の伸びと電力需要

の伸びとの間には相関がある一方、これら売上高と需要の伸びに比べると、支出の伸びは

東京電力の方が関西電力よりも抑制気味に推移してきていることがわかる。

このような支出の状況が作用することが大きな要因となって、規模の経済性が関西電力

ではマイナスに働き、一方、東京電力ではプラスとの判定が出たものと考えられる。
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Ⅲ．電力会社の地域差

１． 電力融通

従来は横並びで同じ総括原価方式の下にあり、安定した利益が得られてきた電力会社で

あるが、そうした状況下においても、各社の置かれている状況は異なっていた。需要の伸

び率も異なり、電力自由化を迎えるにあたってのスタートラインである、経営基盤には差

異があった。しかも、電力会社の事業の規模も異なるため、今後、自由化が進むにつれて

ますます、今までのような同一の制度の下、似通った経営方針を維持し続けることは困難

になると考えられる。

現在すでに各社が置かれている経営状況は大きく異なっていると考えられるが、それで

も地域差が維持されているのは、むしろ、各社間を連携させる電力融通網が、各社の区域

内と比べ、容量が小さいためであると見ることができる。各社間の連携をとり、2000 年 3

月から日本でも新たに導入された託送制度を効果的に運用するには、送電能力に限界が存

在している。図９で見るように、北海道と東北地方を結ぶ 600MW の送電ラインを通じて

可能な託送能力は 100MW 程度と見積もられる。このラインを通じた北海道と東北との間

のネットの電力融通量は平成 10 年度において 2GWh となっている（以下、相互融通量は

すべて平成 10年度のネットの融通量：GWh単位）。

一方、東北電力と東京電力とを結ぶ 7,500MW を超える送電能力に対し、託送能力は

400MW程度と見積もられている。相互融通実績は 10,701GWhとなっている。

東京と中部との間には 60Hzと 50Hzの違いがあり、相互融通のためには周波数変換が必

要でありネックとなっている。図に示したように融通量はネットで 626GWhに止まってい

る。発電量よりも販売電力量が多く他の電力会社からの電力購入が必要な会社は、東京電

力、中部電力、関西電力であるが、東京電力はもっぱら東北電力からの電力購入に依存せ

ざるを得なくなっている。東京電力と中部電力との託送能力は 2002年までに増強されてや

っと 200MWに達すると見積もられる。

　関西圏での相互融通は活発に行われている。関西と中部間における電力会社間の電力融

通量は 5,309GWhであり、託送能力は 500MWと見積もられる。北陸から関西では電力会

社間の電力融通量は 6,051GWh、託送能力は 200MW と見積もられる。関西と中国の間で

は、11,095GWhとなっており、相互融通が活発に行われている。託送能力は 2001年中に

500MWまで増えると見積もられる。

このように東京圏と比べてみると、関西圏では競争と競合が容易に生じやすい下地があ

る。その他、中国と四国、および、九州と中国との間では、それぞれ託送能力は 200MW、

関西と四国の間でも 200MW 程度の相互融通能力が確保されていると見積もることができ

る。
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図９
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（図で融通量 GWhは平成 10年度の値、送電能力は新規参入者が託送により送電可能な能

力を見積もり、MW単位で示す）

２．地域差に着目した競争

静岡県の東部地域は富士川を挟んで、東側が東京電力の電力供給区域であり、西側が中

部電力による電力供給が行われている。東京電力が 50ヘルツで電力供給を行っており、中

部電力は 60ヘルツで電力供給を行っているために、東京電力と中部電力の間で電力融通を

実施するためには、周波数変換を行う必要があり、送電能力は 1,200MW程度に止まってお

り、2002年までに能力増強が行われた後でも託送能力は送電能力の 6分の 1程度の 200MW

程度の数値に止まると見積もられている。現状では送電可能量である 1,200MWは、東京電

力の発電能力である 57,846MWの 2.1％であり、中部電力の発電能力である 31,769MWの

3.8％となっている。また、送電量 626GWhは、東京電力の需要電力量の総量 274,226GWh

の 0.2％にすぎず、また、中部電力の電力需要量の総量 120,028GWhの 0.5％に止まる。

ただし、東京電力の電力供給区域の中でも神奈川県西部と静岡県東部には発電所が存在

せず、潮流を改善するためには、この地域の電力負荷を軽減する方策が採られることが望

ましい。こうして現在、ガス会社の静岡ガスに対する注目が集まっている。静岡ガスは、

東京電力と中部電力の電力供給エリアにまたがってガス供給を行っており、同社の資産を

有効活用することで、電力の相互融通を行った場合と同等の効果を生み出すことが可能と
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なるからである。東京電力は、静岡ガスに対する出資を行っている。静岡ガスは、IPP（独

立発電事業者）としてガス焚きの発電所の建設を計画するとともに、天然ガスへの転換と

LNG基地の建設を計画している。東京電力は日石三菱とともにマイエナジー社を設立して

分散型電源事業への参入を果たしている。この事業には三菱商事も参加しており、三菱商

事は静岡ガスにも出資している。日石三菱は帝国石油の筆頭株主であり、帝国石油は新潟

から東京に向けた天然ガスパイプラインを保有・運営し、このラインの増強工事を進めて

きた。その結果、同ラインを分岐させて山梨県にも天然ガス供給を開始しているが、さら

に、山梨県から山岳地帯を越えて静岡県の東部地区に向けて天然ガス供給ラインの延長工

事を実施する予定である。

一方、東京ガスも静岡ガスに対する東京電力の出資に対抗して、同じく静岡ガスに出資

するとともに、関東圏に敷設してきたガス供給ラインを延長させて静岡県に達するライン

とする計画を進めている。東京ガスは帝国石油に対しても出資を行っている。

外資系企業も絶好のポジションにある静岡ガスに関心を示している。エクソン・モービ

ルは自社の保有する天然ガス田から LNG 供給を子会社の東燃ゼネラルを通じて実施する

計画を進めており、東燃ゼネラルが静岡ガスに出資するとともに、LNG基地建設計画への

参入を図っている。

このように、電力融通の余地が少ないことを逆手にとって、静岡ガスを有効に活用する

ことで、あたかも相互融通を行ったかのごとくの役回りを担わせる戦略を、これらの電力、

ガス、石油の大手企業は採用していることがわかる。

図１０

電力・ガス業界の動向－ 静岡圏 －

東京電力 東京ガス

静岡ガス
マイエナジー

日石三菱

帝国石油

三菱商事
東燃ゼネラル石油

エクソン・モービル

ガス

関東圏と静岡を結ぶ
パイプライン建設

ＩＰＰ
株式上場
天然ガス転換
ＬＮＧ基地建設

静岡へも一部電力供給
（発電所無し）

新潟から甲府経由で静岡へガス供給

出資

ＬＮＧ供給

< 地域差 >
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IV. ネットワーク産業としての電力

　今まで見た分析により、日本の電力産業においては、各電力会社のポジショニングにお

ける差異が明らかとなりつつあり、横並びが崩れざるを得ない状況が生じていることが明

らかとなった。こうした電力産業における地域差という問題は、地域割りという営業区域

に対するフランチャイズが認められた既存の電力会社の問題にとどまらず、発送配電およ

び電力小売りという垂直統合された縦割りの区分を、機能的に分離せざるを得ない状況に

追い込まれていく過程という意味も持っている。

特に送配電の分野においては、ネットワーク産業としての電力産業という位置付けが重

要である。昨今生じているカリフォルニアの電力危機の発生においても、ネットワークの

機能である送電容量の制約が一因となっている。カリフォルニアの電力危機の問題をここ

で検討しておくことにする。

１． カリフォルニアの電力危機

　図 11はカリフォルニアの電力供給系統の概要を示している。カリフォルニアの電力危機

はネットワーク産業としての送電網の不足がもたらした面がある。危機の原因としては、

第一に、カリフォルニア経済が順調で電力需要が堅調に増加した点をあげることができる。

第二に、厳しい環境規制があったこと、NIMBYイズム（Not In My Back Yard）と呼ばれ

る発電所建設、送電線敷設等に対する住民の強いエゴの主張があり、新規の発電所建設が

進んでいなかった点を指摘できる。第三に、カリフォルニア州内、および、カリフォルニ

アが電力輸入を行っているワシントン州での渇水が生じたことが挙げられる。全米の上位 3

位の発電能力を持つ水力発電所はみなワシントン州にあり、渇水の影響により電力供給の

不足が生じた。第四として、４倍を超えるガス価格の高騰があり、従来百万 BTUあたり 2

ドルから 3ドル程度で推移してきたガス価格（スポット価格）が、一時は 10ドルを越える

までに上昇したため、ガス焚きの火力発電所の電力卸値が急騰せざるを得なかった点を指

摘できる。しかも、同州では、電力の消費者価格に上限（110ドル／MWh）を設けていた

ために、電力の卸販売価格との間で逆ざやが生じてしまった。この消費者価格上限が設定

された当時の電力販売価格は、設定された消費者上限価格の 2分の 1程度であり、電力価

格が 2倍を超えて急騰することは予想されていなかった。しかし、実際には卸価格が急騰

し、消費者価格との間で逆ザヤが生じたことで、PG&E（パシフィックガス・アンド・エレ

クトリシティ）およびサザンカリフォルニアエジソン（SCE）というカリフォルニア州の 2

大配電会社は 120億ドルに達する巨額の負債を負うことになった。その結果 PG&E社は

2001年 4月に連邦破産法 11条の申請をしており、一部報道によれば 2万人の従業員が解
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雇になるとも言われ、同州の経済にも大きな影響を与えることになった。また、電力料金

の 40％の値上げも計画されている。ただし、この程度の価格引き上げでは PG&Eが負った

負債を返済するのにはまだ不足であると見積もられており、最終的には州政府が税金によ

り、つまり、州の住民が負担する財政援助により電力産業を立て直すほかには方策がない

と見られている。今後、同州においてできるだけ早く処理すべき問題点としては、破産を

申請した PG&Eと、同じく財務内容が悪化しているサザンカリフォルニアエジソン（SCE）

社の建て直し、あるいは、後処理と、供給力の確保策である。この問題には、州政府の水

資源局が直接乗り出して発電所（発電企業）と長期契約を締結しており、今後は、いつ安

定した状態に移行でき、その後、どの時点で再度民営化に移行できるかが焦点となる。

もう一つ指摘できるのは、送電能力の不足がサンフランシスコ近郊地域での停電を招い

たという点である。ロサンゼルスでは供給余力があったにもかかわらず、日本の送電系統

にも若干似たところがある串刺し型と呼ばれる南北に走る送電線の送電能力に限界がある

ために、ロサンゼルス方面からサンフランシスコ方面に向けて緊急融通できる送電量（N15

送電系統）に限度があったことが指摘されている。

なお、カリフォルニア州が電力需要のピークを記録したのは 1999 年の夏の 45,884MW

であり、2000年ではピークは 43,784MWにとどまっている。そして、2001年 1月 17日

と 18日に輪番停電となった時期の需要は、2000年夏のピーク時と比べても 3分の 2に過

ぎない 3億MWを少し超えたところで生じている。ベースロードの発電だけでは足りずに、

ピークロードで発電を行う発電所に多大の負担がかかったために、供給力がピーク時の約 3

分の 2であった 1月時点で停電が生じてしまったと考えられる。このように 1999年および

2000年夏の最大需要に対する電力供給が可能であった点から見て、ピークの需要を満たす

だけの電源が存在していることは確かであったが、余裕を持って発電できる状況にはなか

った。

電力供給に関しては、逆ザヤを生じさせ、また、電力供給における長期契約を認めなか

ったために、IPPに多くを依存する新規の発電プラント建設のためのプロジェクトファイナ

ンスが実行できなかった。このため発電プラント建設が実現せず、供給力を増大させるこ

とができなかった。

以上の問題点は、現在すべて見直しが進められつつあり、発電能力の増強計画が進めら

れている。筆者は 2001年 3月にカリフォルニアで現地調査を行ったが、州の公益事業委員

会あるいは PG&E社においても、電力自由化を行ったために電力危機が生じたのではなく、

自由化をしてもしなくても、カリフォルニアの住民の NIMBYイズムと政治状況から見て、

経済の好調さが長期間続いた場合には電力危機は起こったであろうと語っていたのが印象

的であった。カリフォルニアで調査を行った後、全米のパワーマーケッターの集まり（Power

Marketers ２０００）に参加したが、自由化して市場に任せるということは、電力危機が

生じた後も、できるだけ行政頼みとせずに市場機能の中で危機を克服することを目指して、

危機回避のための様々な試みを行うことだという考え方が報告されていた。リアルタイ
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ム・メーターリングはその一つの試みであり、電力需要家が今使っている電力の料金がい

くらとなっているかがわかるメーターを開発した会社が、そのメーターを配電会社に売り

込んでいた。電力会社が需要家のところに無償で設置した場合に、需要家がピーク需要を

削減する効果が設置台数に応じてどの程度出るか、配電会社にとっての利益がどの程度と

なるかを、メーターを売り込む側は示してビジネスを成り立たせようとしていた。このよ

うに市場システムを電力産業に導入して、電力を商品とするということは、電力危機が発

生しても、あくまでビジネスの中でさまざまな試みが行われる中で解決が図られるべきだ

ということを意味していると考えられる。時間はかかっても、このような多くの人の英知

を集めた上での試行錯誤を繰り返すことで解決を図っていくという手法を、日本もこれか

ら採用していくことになると考えられる。したがって、カリフォルニアの電力危機の今後

に関しても、時間はある程度かかっても、電力市場における価格メカニズムが機能するこ

とを妨げない限り、供給力の増大という最大の問題に対する解決は必ず達成できると考え

られる。しかも、危機を克服できた際には、またしても多くの電力産業におけるツールが

開発されて、今後、米国内において作り出された手法、機器が世界的な標準として用いら

れ、ノウハウの集積も図られることになると予測できる。

図１１

カリフォルニア州の電力供給系統

　カリフォルニア
ネバダ

　PG&E社

サンフランシスコ

サザンカリフォルニア
エジソン社

メキシコ

アリゾナ

ユタ

オレゴン

ロサンゼルス

サンディエゴ

サンディエゴ
ガスアンドエレクトリック社

ａ渇水

ｂ電力需要増

ｃガス価格高騰

① 環境規制と
発電所増設困難

③ 他州からの
送電能力不足

② 州内発電
能力不足

< ネットワーク産業 >
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２．託送価格の算出

　託送価格の算出はどのようにして行われるべきであると考えられているかを検討する。

最新の理論であるフローゲート理論においては、図 12の上部の⑤から下部の⑪に電力を送

ったときに、電力ネットワークの各所に影響が出て、実際には⑤から④、そして⑫を経由

して⑪に電気が送られたとしても、その際に電力メーターが設置されたフローゲートの A、

B、Cの各所において送電線の混雑度に応じて、時々刻々の市場価格が算出される。その価

格は、図 12 においては、フローゲート A で 5 ドル／MW、フローゲート B で 10 ドル／

MW、フローゲート Cで 15ドル／MWと算出されている。一方、電気の流れ（潮流）はそ

の方向性によって、混雑度を引き下げる潮流の場合にはマイナスとして計算されフローゲ

ート Cでは、－0.4MWとなっている。フローゲート Aでは 0.6MW、フローゲート Bでは

0.6MWとなっている。以上の数値を用いて、0.6MW×＄5＋0.6MW×＄10＋（－0.4MW）

×＄15＝＄３が算出される。

　以上の送電網に関するフローゲート理論は、原理的には配電網にも適応していくことが

可能と考えられている。ただし、日本の電力会社 1 社あたり 1万本から 2 万本と言われる

送電線の本数と比べ、さらに一桁あるいは二桁も多い配電線に対して料金を適正に徴収で

きるシステムを構成することは、未だに検討課題が多い。ただし、配電線網に対しても適

正な課金ができるシステムを作り上げることができれば、現在急速に導入が進みつつある

高性能のオンサイト型電源と言われるエネルギー需要家のそばに設置することができる。

これを用いて、電力と、可能であれば熱（温熱および冷熱）の利用を図る、コージェネレ

ーション設備、マイクロガスタービン、燃料電池、さらにより大規模になれば地域熱供給

といった設備により、発電された余剰電力を電力ネットワークに逆潮流させて販売するこ

とが可能となる。

　すでに、電力中央研究所では「需要地ネットワーク」と呼ばれる新しい系統システムの

開発を進めており、分散型電源を配電ネットワークに取り込み 2010年までには実用化にこ

ぎつけたいとしている（巻末　注２、電気新聞 2001年 2月 16日付記事を参照願いたい）。

分散型電源をネットワークに取り込んだ上で、安定的なシステム運営が可能となれば、

電力の完全自由化を実施するにあたっての障害は完全に取り除かれたことになる。さらに、

電力料金徴収、および、売電に対する支払いも含めた料金システムが備われば、高効率な

分散型電源の導入が進み、電力系統を流れるピーク需要が低下し、望ましい結果が得られ

る。
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図１２

電力託送価格の算出
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< ネットワーク産業 >

（資料）APX

３．ネットワーク産業の位置付け

図 13は名目 GDP の推移で見た産業部門別の比率で、第一次産業と第二次産業の合計を

物財生産部門として示し、第三次産業を二つに分けて、ネットワーク部門として、電力・

ガス・水道、運輸・通信、商業、金融・保険・不動産部門を計上している。第三次産業の

うちネットワーク部門に含まれない産業は、知識・サービス生産部門として計上している。

このように、経済・産業の基盤を形成する情報と物財の伝達の機能を果たすネットワー

ク部門を独立させて図示すると、経済全体に占める比率は 30％台からさらに 40％に近づく

までに 1970年から 2000年までの間に重要度を増してきていることがわかる。一方、物財

生産部門の比重は減少傾向にあり、知識・サービス生産部門の比重が増してきていること

がわかる。
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図１３

ネットワーク部門の重要性（GDP比）
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< ネットワーク産業 >

４．電力産業のネットワーク性

図 14はネットワーク産業としての電力の位置付けを示している。送・配電部門はネット

ワークとして図の右端の水道と同じく、強固なネットワーク性を有していると考えられる。

発電部門は、規模の経済を示す指標である費用の劣加法性において「中」と書いてあるこ

とから見ても、送・配電と比べて競争が生じ安くなっていると評価できる。特に、卸電力

においては競争が生じつつある。
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図１４

電力産業のネットワーク性
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< ネットワーク産業 >

（参考資料）「ネットワーキング情報社会の経済学」「ネットワーキングの経済学」いずれ

も林紘一郎著、NTT出版

　図 15 は、ネットワーク産業の機能分類を示している。エネルギー、水、情報、「ヒト・

モノ」のネットワークに分類した際に、電力とガスというエネルギーネットワーク、およ

び、水に関しては、共通した性格があることがわかる。情報ネットワークとの差が特に注

目される。インフラ機能とキャリア機能の分離ができるかが、情報ネットワークとの大き

な違いである。電力産業においては、送電線のように、物財としての電力が運ばれる一方

で、通信回線を通じて、送電したとの情報が情報ネットワークを通じて送られている。運

ぶものが自己のものか、他人のものかという点でも、電力とガスというエネルギーネット

ワーク、および、水に関しては、運ぶのが原則として自己のものであるという特徴が従来

はあった。ただし、現在では、託送が認められているために、他人のものを運ぶことも有

り得るが、情報のように自己のものと区別される他人のものとして電力が差別化できる訳

ではない。伝達の方向性においても、電力・ガス・水においては、片方向に伝達が行われ

る。

このようにネットワーク産業としての共通事項と差異事項の両方が存在しつつも、送・

配電部門は、情報通信産業の発展により得られたネットワーク産業における成果を導入し

つつ発展できる可能性が高まってきている。
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図１５
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< ネットワーク産業 >

（参考資料）「ネットワーキング情報社会の経済学」「ネットワーキングの経済学」いずれ

も林紘一郎著、NTT出版

なお、図中、「ヒト・モノ」ネットワークの運輸・通信の列のインフラ機能とキャリア機能の

分離の項で、トラックターミナル等の物流拠点はインフラ機能とキャリア機能の分離が可能とな

っているとの議論がある（当研究所木村主任研究員からのコメント）。
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Ⅴ．既存電力会社の戦略

１．現在の戦略

既存電力会社の戦略は、従来、総括原価方式に基き投資額にしたがって報酬額が決定さ

れてきた経営の体質を引継いでいるために、新しく創設される電力市場の時代に対応した

経営意思決定システムを生み出すに至っていない。このため、戦術として電力会社で採用

されている経営手法および営業手法は、負荷率マネジメントとよばれる顧客の電力のピー

ク需要を押さえ、自家発電導入断念交渉と呼ばれる、大口顧客が自家発電を導入する動き

を押さえる営業活動が行なわれている。また、2000 年 10 月に電力価格が平均で５％超引

き下げられたが、この引き下げ効果が出て、分散型電源の経済性メリットが縮小したため

に、場合によっては自家発電を止めて電力会社からの受電に切り替える例も出ており、電

力会社に対する戻り需要が確保される例も生まれている。

　一方、電力自由化を迎え撃つだけの経営体力が電力会社に欠けていることも明らかとな

りつつある。株価を見れば明白なように、電力会社の株価は近年になく低位に止まってお

り、配当を受け取ることを目指す利回り株と位置付けられてしまっている。電力会社は株

価を引き上げないと利払い額の引き下げができないために、資金力をつけることを目指し

ており、そのためにコストダウンを強力に推し進めている。特に、設備投資の繰り延べお

よび圧縮が進められており、発電所の建設の繰り延べが新聞紙上でも大きく報道されてい

る。

図１６

（１）現状

< 既存電力会社の戦略 >

•経営意志決定システムが働かない
•経営体力不足
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•コストダウン
設備投資の繰り延べ・圧縮
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２．電力取引市場の出現のインパクト

図 17は、電力取引市場が出現することでどのような効果が現れるかを示している。

卸電力市場および小売り電力市場が出現すると、大きな効果として、電力会社は付加価

値の最大化を目指した経営を行うことが必要である点がはっきりしてくる。取引市場で取

引される価格の動向を見つつ電力を売り買いすることが、発電を行う側からも、また電力

需要家の側からも求められるからである。

こうした状態に移行すると、安定供給は市場機能を生かしながら市場を通じて確保され

るようになる。発電設備等に関しても、今後、付加価値を最大化する観点から所有するか、

それとも発電設備を所有せずに他の所有者から電力を購入するかを選択するケースも出て

くると考えられる。

こうして市場が出現する事が、電力会社の機能の分離、つまり、発電、送配電、小売り

の 3 機能の分離をもたらすと考えられる。特に、送配電の機能は、ネットワーク産業とし

ての本来の機能を働かせることが必要となっていくと考えられる。

図１７

（２）市場の出現

• 卸電力市場
• 小売り電力市場

< 既存電力会社の戦略 >
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発電 ＋ ネットワーク（送配電）＋ 小売り
• ３機能へ分離
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３．発電部門の変化

　電力自由化を進めることは、既存電力会社の発電部門に大きな影響を与える。卸発電市

場が出現することは、取引される価格が各時点での市場がつける値段である。すなわち限

界価格が明らかとなることであり、この価格に従って発電所の操業を行う必要が出てくる。

こうして、発電部門にマーチャントプラントと呼ばれる発電部門（ベース、ミドル、ピー

クのいずれかに特化）での利益を追求する事業者を生じさせることになる。

東京電力は 2000年 2月 1日に同社が所有する 13火力発電所を 3グループに統合してお

り、今後の競争強化に備える動きを見せている。

既存電力会社の発電部門も、電力を売買するパワーマーケティング部門と、それ以外の

部門であるエンジニアリング部門、オペレーション部門、とに分かれていかざるを得なく

なる。したがって、発電部門では、電力調達のノウハウおよびリスク管理のノウハウの有

無が競争力の差を明らかにしてしまうことになると考えられる。

図１８

（１）発電部門

< 既存電力会社の受ける影響 >

卸電力市場
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• 市場取引により限界価格が明らかとなる。
• 電力調達ノウハウ、リスク管理ノウハウの有無。



26

４．送配電・小売部門の変化

送配電・小売り部門でも大きな変化が生じることになる。

電力取引市場が、規制機関であるＩＳＯ（Independent System Operator：独立規制機

関）とともに設立されることで、送電および系統運用を実施する送電部門はアンシラリー

サービス（送電関連の手数料ビジネス）を実施し手数料を受け取る部門と位置付けられる

ことになる。配電を受ける顧客に関しても大口顧客への小売りと、小口顧客への小売りと

の両方がエネルギーサービスプロバイダーと呼ばれる電力販売専業部門により担われてい

くことになる。さらに、小売りのソリューション部門が地域特性や需要特性に見合った顧

客の満足度を向上させて自社の顧客としてつなぎとめるためのメニューを提出しながら、

電力販売とセットとなった営業活動を行っていくことになると予測できる。

図１９

（２）送配電・小売り部門

< 既存電力会社の受ける影響 >
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５．電力会社のソリューション営業

　現在、各電力会社はソリューション営業と呼ばれる、顧客の持つ問題を解決することを

目指す営業努力を強化してきている。

そうしたソリューション営業の内容としては、各種工事の実施、電力供給に伴う設備保

守とメンテナンスの実施、通信（特に PHS システム利用）、省エネコンサルタント業務、

多様なビジネスサポート業務、環境関連の業務としてアセスメント等、ESCO 事業と呼ば

れるコージェネレーション導入、空調熱源設置の代行、さらには、ワンストップサービス

と呼ばれる電力と熱の両方の供給を行うサービスも開始している。

　ただし、こうした事業の多角化への努力が生み出している成果は未だ小さい。例えば、

東京電力の昭和 12年度の単独決算の売上高が 5兆 597億円であるのに対して、連結決算の

売上高は 5兆 916億円に止まっており、連結決算により増加した売上高は 319億円に過ぎ

ない。東電の単独決算上の従業員数は 39,545名であり、一方、連結決算対象会社の従業員

数は 48,548名となっている。このように、電力会社本体以外で稼ぐことができている売上

高は極めて小さく、従業員数で見ても売上に貢献できていないのが現状である。今後、こ

れらのソリューション営業による分野が、本体と比べても一定の比率を確保するに至るま

でには、克服すべき問題が極めて多くあると見なければならない。

図２０

電力会社のソリューション営業
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< 既存電力会社の戦略 >
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Ⅵ．電力産業の将来像

１．産業構造

電力産業の構造は将来的には、図 21に示したようなハイブリッド型と呼ばれる複数の電

力取引市場と相対契約が並存する形で取引が行われていくことが望ましいと考えられる。

既存電力会社の発電部門は、各電力会社内においても、分社化されてお互いの間で競争

が行われる状況が生じているはずであり、そうなっていない場合には、発電所向けの既存

投資額の回収を可能にするとの条件で、発電所の売却を選択せざるを得ない政策が導入さ

れるケースもあり得る（発電所の売却はダイベストメントと呼ばれ、米国等でも実施され

ている）。長期投資である発電所に投下された資金（ストランディッドコストと呼ばれる）

を早急に回収できるとの条件が示されると、電力会社は垂直統合よりも、送電・配電・小

売り会社として存続する方を選択し、固定費の早期回収を図ることになる。原子力発電所

については、日本税法上の耐用年数である 16年を超えて、長期の運転を目指す原子力専業

の会社が出現する可能性がある。米国では、原子力規制委員会（NRC）の規制改正で、従

来の 40年から、現在では 60年の原子力発電所の運転が認められており、PECOエナジー

（現名称エクセロン）のように、原子力発電所を積極的に買収して発電大手企業となり業

績を急上昇させている企業が出現している。日本でも、特化戦略をとる企業が出現する可

能性があり得ると考えられる。

　発電の分野には新規参加者として特定規模電気事業者（PPS）、卸供給事業者（IPP）、小

規模分散電源も電力供給に加わることになると予測できる。分散型電源を取りまとめて供

給するパワーマーケッター、あるいは、アグリゲーターと呼ばれる仲介事業者も出現する

ことになる。

　電力供給は送電システムを経由して配電会社により需要家の元に届けられるが、送電シ

ステムの系統運用に関しては独立系統運用者（ISO：Independent System Operator）が、

発電事業者、および、複数存在する電力取引市場からの情報をもとにして、指令を出して

いくことになる。その他、需要家の情報を電力市場にフィードバックする役割は、配電会

社あるいは電力小売り部門が担うことになる。

　以上が今後の電力産業における将来像であり、送・配電制御システムの進歩、分散型電

源の普及、電力会社の競争力の維持、国際競争力の確保を目指した場合には、避けて通れ

ない見取り図となると考えられる。



29

図２１

２００３年以降の電力事業構成
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< ハイブリッド型電力市場 >

２．電力産業の市場環境

　電力会社は 2000年 10月に電力価格を引き下げた。特に従来割高が指摘されてきた業務

用電力の下げ幅が大きかった。

　図 22 は東京電力の電力価格（縦軸：円／kWh）と電力需要量（横軸：億 kWh）の推移

を 1975年から 2000年まで示している。最近数年について見ると、電力需要および電灯需

要の両方ともに伸びが停滞している一方で、価格の引下げが行われていることがわかる。

　割高といわれる電力価格を引き下げることで、2000年 3月以降に、自由に供給先を選べ

ることになった需要量の 3 割を占める大口需要家の引止めを図ることができるように、規

制されている部分の需要家の料金体系も含めて引下げを図っていることがわかる。東京電

力の例では、規制部門の改定率は電灯平均で 4.43％、電力平均で 6.18％、電灯・電力計平

均で 5.32％の引下げが行われた。割高となっていた業務用電力の引下げ幅は 8.9％と大きく、

今後、自由化範囲が拡大したときに、業務用の独歩高が続いていた場合に顧客を失うこと

を事前に防ぐ意味があった。年間での引き下げ額は 2,239 億円に達しており、そのための

費用は、投資削減、合理化により生み出すとされた。

現在、注目されているのは、2003年の電力自由化の見直しを前にして、2000年 10月に

引続いてもう一段の電力価格引下げを行う体力が各電力会社にあるかという点である。

電力各社は株価の低迷が続いており、株式分割余力を見ても 9 電力の数値はほぼ 0 に近
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いと評価されており、資産見合いの株価としてしか評価されていないことがわかる。株式

市場において成長性を評価させるには、負債額の圧縮が不可避となっている。東京電力の

例では、有利子負債額は約 10兆円あり、年間売上高の約 5兆円の 2倍に達している。平成

12年度の年間の利子支払額は 4,700億円であり、売上高の 1割近くが利払いに費やされて

いる。借入金の圧縮は毎年 1,000 億円程度しか進んでおらず、今後も一気に削減すること

は困難な状況にある。

従来は、総括原価方式により利益率は保証されており、電力会社は配当性向を高めてき

た。東京電力の平成 12年度の配当性向は 88％程度に達している。東京電力が目標とするフ

リーキャッシュフロー額（企業の将来の成長のための資金であり、売上で得られたキャッ

シュフローから投資分をマイナスして算出する）は 2,500億円であるが、平成 12年 3月末

の同社の現金同等物の総額は 750億円に止まっている。10電力はすべて、営業キャッシュ

フローはプラスであるものの、投資キャッシュフローはすべて大きなマイナスとなってお

り、フリーキャッシュフローもマイナスとなっているのが現状である。

図２２

電力価格引下げ余地
（東電 １９７５－ ２０００年度の推移）
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< 既存電力会社の戦略 >

こうした中、電力市場でのイニシアティブを維持するには、再度、インパクトを持つ 5％

程度の引下げを行うことが必要であると考えられているが、そのためには再び 2,000 億円

を超える資金を確保することが必要となる。ただし、現在の収支状況から見て、2003年の

電力制度の見直しの時期までの 2 年間で、もう一段の引下げを実施することは、投資削減

をすでに前倒しで実施してしまっている状況から見ても難しいと考えられる。したがって、
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もう一段の値下げの実施により、新規事業者の採算が極端に悪化し、既存電力事業者との

協力関係を維持する以外に参入が難しいといった事態に至ることはないとの予測が成り立

つ。とすると、制度見直しが行われる 2003年を、ほぼ現状の価格体系をもとにして、新規

事業者が建設を進める発電所も徐々に出現しつつ迎えることになる、と予測できる。
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Ⅶ．2003年に向けた自由化方針

１．欧米諸国の動向

欧州委員会は、「ＥＵ域内エネルギー市場の完全自由化に向けて」とのコミュニケを 2001

年 3月に出し、電力およびガスの自由化を早める姿勢を明確にしている。EU加盟国に対し、

産業用および商業用の自由化を 2003年を目処に実施し、さらに、家庭用を含めた完全自由

化を 2005年を目指して導入するとしている。フランスのように完全自由化に対して反対す

る勢力を国内に抱えている国はあるものの、EU各国での自由化が進むことで、完全自由化

がいずれは実施される点では共通の理解ができていると考えられる。

一方、米国内においても、カリフォルニアでの電力危機の発生により自由化の進め方に

対する見直しが行われているものの、PJMと呼ばれるペンシルバニア、ニュージャージー、

メリーランド連係パワープールのように運営が順調に行われている地域もある。完全自由

化を目指す試みは今後もさらに広がっていく見込みである。

さらに、WTOのサービス交渉の場でも、電力関連のサービスを送電・発電に加えて、電

力のメーターリング等にまで分けて個別の自由化交渉を行うことを米国は要求している。

欧米諸国での電力自由化が今後さらに進む中で、日本、あるいは途上国も含めた世界的な

電力分野でのグローバル化した競争に巻き込まれていくのは不可避の状況となっている。

２．日本の電力政策

上記したように世界的に見て、欧米諸国を始めとして、自由化に向けて世界の電力産業

は大きく舵を切っており、日本においても、電力産業の生き残り、さらには、世界的な競

争に備えるためにも、技術面、制度面からの自由化実施に向けた政策の方向づけを確認し

ておく必要がある。

本稿における検討結果から得られる提言としては、次の 3 点を挙げることができる。第

１に、需要地ネットワークと呼ばれる新たな技術の導入が進められており、電力自由化を

進める事で分散型電源も含めた信頼性の高い電力供給システムの設立が可能となりつつあ

る現在、技術進歩のメリットを享受し、世界の電力産業をリードするためには積極的に電

力自由化を進める必要がある。

第 2 に、日本でもハイブリッド型と呼ばれる相対契約と電力取引市場とが並存するシス

テムの導入を目指すべきである。

第 3に、2003年の見直し時には、少なくとも 6,000ボルト、50ｋW以上で受電している

高圧 A、B、および高圧業務にあたる工場、スーパー、中小ビルに対する自由化を実施すべ
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きである。図 24で示すように、自由化実施により、電力需要家のうち約 3分の２の電力需

要が自由な受電契約を結ぶことができるようになる。自由化を 6,000 ボルト以上とするこ

とで、送電線による供給が行われている電力需要家をすべて含めることができる。

そして重要なのは、その後の自由化の進め方につきスケジュールを明確にすることであ

る。需要地ネットワークというシステムが開発されれば、「電力は完全自由化されるもの」

というのが当然視される産業となっていく。とすれば、システム開発を、全力をあげて進

めるとともに、日本の電力産業が世界でイニシアティブを取れる様に、できるだけ早く自

由化のスケジューリングを行って、日本国内で自由化の実施のための試行錯誤をしてみる

必要がある。需要サイドでは、2003年に続いて、2005年には家庭用の電灯需要を除いた、

産業用および業務用のすべてを自由化し、さらに、2007年には家庭用の電灯需要も含めて

完全自由化するといったシナリオ作りを進める必要がある。供給サイドにおいても、発電

所間の競争を促すための制度作りが欠かせない。国際的にも競争できる電力会社を日本に

も保有するためには、電力産業の到達点が完全自由化であるとのコンセンサスを持つとと

もに、大胆な制度改革を行うことが必要となっている。

図２３

２００３年に向けた電力自由化方針

• 欧州委員会 ２００５年 加盟国は完全自由化

③ 少なくとも高圧部分６０００Ｖ以上を２００３年で自由化

② 日本もハイブリッド型電力市場の創設へ
複数の電力取引所と相対契約の並存
一部発電所の売却も想定。原子力発電の分社化必須。

① 需要地ネットワークの実現
　（電中研２００２年度中に概念設計終了。２０１０年実用化予定）

→ より早期の技術開発実施 → 分散電源の本格導入を

〔世界の自由化動向〕

〔提言〕
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図２４

２００３年における自由化範囲

電灯　家庭
２９．５％

低圧小工場
２．２％

低圧コンビニ
３．０％

高圧A　小工場
８．９％

高圧Ｂ　中工場
８．０％ 高圧業務

スーパー、中小ビル
１８．３％

特高　大工場
２４．２％

特高業務
大型店舗、病院、業務ビル

３．０％

契
約
内
容

電力

ＫＷ

電圧

ＫＶ

２０２０００

５００

５０

５

６

０．１

（０．２）

０

（参考資料）

少なくとも高圧部分６０００Ｖ以上を２００３年で自由化
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（注記）

注１

**:1%有意　*:5%有意
北海道電力
変数名 偏回帰係数 Ｆ　値 Ｔ　値 Ｐ　値 判　定 標準誤差
αｙ -31.356016 7.1611 2.6760 0.0190 * 11.71737
γｙｙ 0.59279096 0.0269 0.1639 0.8723 3.617227
αL 22.2231623 1.6116 1.2695 0.2265 17.50582
αE 6.666352 0.2965 0.5445 0.5953 12.24243
γKL 1.45641712 0.3966 0.6297 0.5398 2.312758
γKE 1.08825914 5.5396 2.3536 0.0350 * 0.462374
γLE -1.9873444 1.4536 1.2056 0.2494 1.648377
γEE -0.9009726 1.5800 1.2570 0.2309 0.716783
γYL -3.2685239 4.3360 2.0823 0.0576 1.569665
γYE 2.63421776 0.9454 0.9723 0.3486 2.709223
定数項 29.7145301 0.0955 0.3091 0.7622 96.14638

修正済決定係数 0.9709

東北電力
変数名 偏回帰係数 Ｆ　値 Ｔ　値 Ｐ　値 判　定 標準誤差
αｙ 0.57569406 0.0028 0.0525 0.9589 10.96331
γｙｙ 1.77611955 1.0447 1.0221 0.3241 1.737696
αL 26.1519631 2.6973 1.6423 0.1228 15.92361
αE 2.74100033 0.1293 0.3596 0.7245 7.623141
γKL -1.1619738 0.8010 0.8950 0.3859 1.298336
γKE 0.27086566 1.6157 1.2711 0.2244 0.213092
γLE -0.4197072 0.0728 0.2698 0.7913 1.555725
γYL -1.359237 0.6369 0.7980 0.4382 1.70321
γYE -0.1643326 0.0043 0.0657 0.9485 2.499536
定数項 -167.22006 2.1498 1.4662 0.1647 114.0491

修正済決定係数 0.9133

東京電力
変数名 偏回帰係数 Ｆ　値 Ｔ　値 Ｐ　値 判　定 標準誤差
αｙ -2.4536195 0.0281 0.1676 0.8693 14.64396
γｙｙ 2.80540904 2.0025 1.4151 0.1789 1.982506
αL 66.2305627 20.2455 4.4995 0.0005 ** 14.71953
αE 7.59913683 0.5794 0.7612 0.4592 9.983592
γKL -1.4700649 0.8335 0.9129 0.3767 1.610256
γKE 0.32281874 0.3759 0.6131 0.5496 0.526529
γLE -1.4210196 0.8724 0.9340 0.3661 1.521363
γYL -4.1723312 17.4993 4.1832 0.0009 ** 0.997399
γYE 1.04173162 0.2102 0.4585 0.6537 2.272245
定数項 -452.35552 5.5490 2.3556 0.0336 * 192.0314

修正済決定係数 0.9516
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中部電力
変数名 偏回帰係数 Ｆ　値 Ｔ　値 Ｐ　値 判　定 標準誤差
αｙ 16.1722363 2.7902 1.6704 0.1170 9.681791
γｙｙ 0.632023 0.3461 0.5883 0.5657 1.074272
αL 22.7078828 2.0458 1.4303 0.1746 15.87612
αE 11.2634693 12.1294 3.4827 0.0037 ** 3.234098
γKL -1.1288384 6.3042 2.5108 0.0249 * 0.449591
γKE -0.4564981 3.5556 1.8856 0.0803 0.242094
γLE -0.3484658 0.2405 0.4904 0.6314 0.710552
γYL -0.4973939 0.1060 0.3255 0.7496 1.527903
γYE -0.1457732 0.0321 0.1790 0.8605 0.8142
定数項 -309.28218 19.1916 4.3808 0.0006 ** 70.59914

修正済決定係数 0.9692

北陸電力
変数名 偏回帰係数 Ｆ　値 Ｔ　値 Ｐ　値 判　定 標準誤差
αｙ -1.7775127 0.0527 0.2295 0.8221 7.745766
γｙｙ 2.35958206 3.5023 1.8714 0.0840 1.260836
αL 41.9173077 4.7173 2.1719 0.0490 * 19.29947
αE -9.5410641 0.7634 0.8737 0.3981 10.91985
γKL -1.1733969 1.9075 1.3811 0.1905 0.849599
γKE 0.23866655 1.1661 1.0799 0.2998 0.221017
γLE -1.00159 1.9427 1.3938 0.1867 0.718592
γEE 0.92854517 8.7306 2.9548 0.0112 * 0.314254
γYL -3.6877048 7.8775 2.8067 0.0148 * 1.313901
γYE 1.57531212 3.7883 1.9464 0.0736 0.80936
定数項 -158.92603 0.7769 0.8814 0.3941 180.3089

修正済決定係数 0.9641

関西電力
変数名 偏回帰係数 Ｆ　値 Ｔ　値 Ｐ　値 判　定 標準誤差
αｙ 60.3843075 16.0685 4.0086 0.0013 ** 15.06385
γｙｙ -0.0034505 0.0000 0.0032 0.9975 1.080436
αL 32.4020791 12.5942 3.5488 0.0032 ** 9.13034
αE 24.1398198 17.2066 4.1481 0.0010 ** 5.819516
γKL -3.0447841 16.4986 4.0619 0.0012 ** 0.749605
γKE -1.7529579 13.2063 3.6340 0.0027 ** 0.482371
γLE 0.27948382 0.3557 0.5964 0.5604 0.468591
γYL 0.81338733 0.7049 0.8396 0.4152 0.968768
γYE -0.7042794 0.5398 0.7347 0.4746 0.958568
定数項 -749.01667 27.2351 5.2187 0.0001 ** 143.5248

修正済決定係数 0.9657
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中国電力
変数名 偏回帰係数 Ｆ　値 Ｔ　値 Ｐ　値 判　定 標準誤差
αｙ 14.5215325 5.7753 2.4032 0.0307 * 6.042643
γｙｙ 2.37089296 5.7745 2.4030 0.0307 * 0.986635
αL 44.8204523 17.9511 4.2369 0.0008 ** 10.57866
αE 7.79593605 2.9107 1.7061 0.1101 4.5695
γKL -2.1721684 18.5724 4.3096 0.0007 ** 0.504034
γKE -0.1659863 0.7218 0.8496 0.4098 0.195373
γLE -0.3931343 0.9082 0.9530 0.3568 0.412523
γYL -2.346342 4.0444 2.0111 0.0640 1.166713
γYE -0.185918 0.0328 0.1810 0.8589 1.027081
定数項 -387.58162 22.9063 4.7860 0.0003 ** 80.98153

修正済決定係数 0.9185

四国電力
変数名 偏回帰係数 Ｆ　値 Ｔ　値 Ｐ　値 判　定 標準誤差
αｙ -34.176858 11.5694 3.4014 0.0039 ** 10.04794
αL 8.62240166 0.6166 0.7852 0.4446 10.9809
αE -5.0562996 0.7930 0.8905 0.3872 5.677884
γKL 0.54741337 0.6401 0.8000 0.4362 0.684239
γKE 0.82777879 8.1814 2.8603 0.0119 * 0.289401
γYK 3.76391699 5.2989 2.3019 0.0361 * 1.63511
γYL -2.9613372 10.2832 3.2067 0.0059 ** 0.923471
γYE -0.8856394 0.7067 0.8406 0.4137 1.053527
定数項 188.121627 2.7240 1.6505 0.1196 113.9819

修正済決定係数 0.9307

九州電力
変数名 偏回帰係数 Ｆ　値 Ｔ　値 Ｐ　値 判　定 標準誤差
αｙ 4.14349348 0.0824 0.2871 0.7783 14.43342
αL 55.7349229 4.2877 2.0707 0.0574 26.91627
αE 2.35772979 0.1128 0.3358 0.7420 7.02067
γKL -1.6070231 1.0287 1.0143 0.3277 1.58443
γKE 0.40797787 0.9669 0.9833 0.3421 0.414906
γLE -1.340598 2.6821 1.6377 0.1238 0.818577
γYK 1.88226799 0.9526 0.9760 0.3456 1.928483
γYL -3.4993171 3.9516 1.9879 0.0667 1.760333
γYE 1.58231168 1.9820 1.4078 0.1810 1.123924
定数項 -364.8305 2.3763 1.5415 0.1455 236.6673

修正済決定係数 0.9206
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注２

電中研、双方向配電ネットワーク構築へ � 分散型電源もフリーアクセス (電気新聞 2001

年 2 月 16 日付)

電力中央研究所は、「需要地ネットワーク」と呼ばれる新しい系統システムの開発を加速

する。パワーエレクトロニクス技術と情報通信技術を配電系統に取り入れ、需要地での自

律的な電圧制御や分散型電源のフリーアクセスの実現、新たな需要家サービスの提供など、

エネルギー・情報を融合した双方向ネットワークを構築する。今後、概念設計と並行して

実証試験を開始、2010年までにネットワーク構成や運用方式を確立する。需要側、供給側

双方にメリットをもたらすネットワークとして電力会社に提案する考えだ。

電中研では、太陽光発電やマイクロガスタービンなど分散型電源の系統連系が今後増加

し、既存の配電系統での電圧制御が難しくなることが予想されることから、需要地ネット

ワークの基礎的な検討を進めてきた。

需要地ネットワークは、配電用変電所から需要家に向かって樹枝状に伸びている配電系

統を、ループコントローラー（小型電圧制御装置）によってループ化し、需要地の下位系

統で自律的な電圧制御を行う新しいネットワーク概念。その際、エネルギー供給サイドと

需要家の双方向的な情報交換を可能にする「需給インターフェイス」を系統各所に配置す

る。

電中研では今後、2002年までにネットワークの概念設計を終了させるほか、需要地系統

を模擬した実験設備を設置し、実証試験を開始する。

需要地ネットワークについては、全所横断的な開発体制でのぞむとしており、2010年に

は実運用に移行できるまでに仕上げる。

需要地ネットワークが実現すれば、需要家のエネルギー利用情報をもとにした電圧管理

だけでなく、無効電力などのアンシラリーサービスを分散型電源に負担してもらうことも

可能になる。また、需要家の効率的なエネルギー利用を支援する情報提供サービスなど、

新たな需要家サービスの創出にもつながる。

電力会社にとっても、系統の自立的な電圧制御や分散型電源が電圧管理の一部を担うこ

とで、発電・送配電設備投資の繰り延べが期待できるメリットもあるという。

電中研では、エネルギー市場の自由化により需要家が最適なエネルギーを選択する時代

沖縄電力
変数名 偏回帰係数 Ｆ　値 Ｔ　値 Ｐ　値 判　定 標準誤差
αｙ -0.0692941 0.0451 0.2124 0.8402 0.326227
γYK 0.01450556 0.0389 0.1971 0.8515 0.073585
γYL 0.08362729 3.0523 1.7471 0.1411 0.047867
γYE -0.0011168 0.0075 0.0865 0.9344 0.012913
定数項 8.30876598 15.5098 3.9382 0.0110 * 2.109761

修正済決定係数 0.9672
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がくることを踏まえて、需要地ネットワークをはじめ、需要家の効率的なエネルギー利用

を支援する分野の研究に力を入れる方針だ。
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